
報告第３３号 

 

令和８年度主要事業に係る提案活動について 

 

 

１ 概要 

  国の各省庁が財務省に概算要求を行う時期に合わせ、国会議員（地元選出及び県選出等）、国(本省・ 

地方機関)及び広島県に対し、提案活動を行うもの。 

 

２ 提案先及び提案時期 

提案先 提案時期 

広島県議会 

議員 
井原  修 議員、西本 博之 議員、恵飛須 圭二 議員、山下 守 議員 ６月 23日（月）

広島県 

県知事、県副知事、県議会議長、危機管理監、総務局、 

経営戦略審議官、ＤＸ審議官、地域政策局、環境県民局、健康福祉局、

商工労働局、農林水産局、土木建築局、都市建築技術審議官、 

教育委員会、警察本部 

7 月２日(水)

国（地方機関） 

国土交通省中国地方整備局 

国土交通省中国運輸局 

経済産業省中国経済産業局 

7 月 1８日(金)

国会議員 

衆議院 

議員 

岸田 文雄 議員（１区）、平口 洋 議員（２区）、 

斉藤 鉄夫 議員（３区）、空本 誠喜 議員（４区）、 

佐藤 公治 議員（５区）、小林 史明 議員（６区） 

寺田 稔 議員、新谷 正義 議員、平林 晃 議員、 

石橋 林太郎 議員、東 克哉 議員、福田 玄 議員 

（訪問） 

７月 24日（木）

 

（個別提案）

7月下旬～ 

8 月上旬頃 

参議院 

議員 

宮沢 洋一 議員、三上 えり 議員、越智 俊之 議員、 

令和７年７月参議院議員選挙選出議員 

国（中央省庁） 
内閣府、こども家庭庁、デジタル庁、総務省、文部科学省、 

厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 

 

 

３ 提案方法 

  訪問若しくは郵送等により実施 

 

４ 提案項目 

  次のとおり 
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